
「全国物価統計調査規則の一部を改正する省令案」に対する意見 

 

１．意見提出状況 

  提出件数 ２件 

 

２．意見の概要及びご意見に対する考え方 

 

１ 国の重要施策に用いられる基本的な統計調査の実査の民間開放には大きな

問題があるので再考すべき。 

統計の正確性を確保するためには、回答に係る秘密の保護について最大限の

配慮が必要であり、民間事業者に委託した場合には国民に十分な安心感を与

えることが困難。民間委託により経費が安くなったとしても、統計の質が低

下すれば得るものより失うものが大であるので、統計の効率化は他の手法に

よるべき。 

統計行政の分野においても、民間事業者の創意と工夫を活用した業務の見

直し・効率化、質の維持向上を図ることは重要な課題となっていることから、

「規制改革・民間開放推進３ヵ年計画（再改定）」（平成18年3月31日閣議決

定）を踏まえ、調査実施部局として、有識者からなる「統計調査の民間開放・

市場化テストに関する研究会」の場においてなどで統計の正確性及び信頼性

等を確保しつつ民間事業者を活用する枠組みの構築に向けて検討を行い、「総

務省所管の指定統計調査の民間開放に向けての計画」（平成18年10月6日）を

策定したところです。 

各調査の民間開放の枠組みについては、これらを踏まえ、さらに詳細にわ

たる検討を行っているところでありますが、平成19年度に調査時期が到来す

る全国物価統計調査については、これを民間開放の対象とすること等を内容

とする調査計画を策定したところでもあるので、本省令において、当該調査

に係る事務を民間事業者に委託して行う場合に必要となる規定の整備を行う

ものとしております。 

民間開放を進めるに当たっては、ご指摘のとおり、秘密の保護や調査の精

度が担保される枠組みを構築する必要があると考えます。 

秘密の保護については、個人情報の保護の重要性にかんがみ、市町村長が

調査票の配布・取集等に関する事務を民間事業者に委託して行う場合には、

特に、秘密の保護に関する事項を定めた契約を締結しなければならないこと

等を統計法施行令において新たに定めることとしているものと承知しており

ます。 

また、調査実施部局としても、調査の精度の確保等に支障をきたすことの

ないよう、事務処理要領の作成、仕様書の基準の策定等の環境整備を進める

別紙 



こととしております。 

この他にも、民間開放にあたって民間事業者がよるべき基準・条件の策定に

向けて、秘密の保護や調査の精度の確保等が担保されるよう、制度所管部局

とも連携して検討していくこととしております。 

２  物価統計業務は民間市場調査業務への移行は可能でありますし、地方自治

体の運営見直しが求められている現在、当該業務を維持する事は問題がある

と考えます。 

しかしながら、完全移行するための暫定期間は引き継ぐため最小限の調査は

必要であると思われますので、廃止する項目は構いませんが、追加する項目

については見送る事が妥当であり、その代わりに早期の民間業務への移行が

求められるものと考えます。 

今回の省令案は、上記１を踏まえ、市町村単位で全国物価統計調査に係る

事務を民間事業者に委託して行う場合に必要となる規定の整備を行うもので

す。 

このうち、調査項目については、近年の消費活動・販売形態の実態と物価へ

の影響を適切に把握するために所定の項目の改廃を行うものであることか

ら、消費生活上のウエイトが高くなっている項目の追加を行わないこととす

るのは適当ではなく、また、当該調査項目の追加・変更等により地方自治体

の業務負担が必ずしも増えるものではありません。 

 

 


